
○
日
本
国
に
お
い
て
国
際
寄
託
当
局
が
行
う

特
許
手
続
上
の
微
生
物
の
寄
託
の
国
際
的

承
認
に
関
す
る
ブ
ダ
ペ
ス
ト
条
約
に
基
づ

く
微
生
物
の
寄
託
等
に
関
す
る
実
施
要
綱

を
定
め
た
件
（
平
成
十
四
年
八
月
二
日
経

済
産
業
省
告
示
第
二
百
九
十
号
）

沿
革

平
成
十
六
年
三
月
一
日
経
済
産
業
省
告
示
第
六
十
三
号
〔
第
一
次
改
正
〕

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
経
済
産
業
省
告
示
第
五
十
八
号
〔
第
二
次
改
正
〕

平
成
二
十
七
年
六
月
一
日
経
済
産
業
省
告
示
第
百
二
十
五
号
〔
第
三
次
改
正
〕

日
本
国
に
お
い
て
国
際
寄
託
当
局
が
行
う
特
許
手
続
上
の
微
生
物
の
寄
託
の
国
際
的
承

認
に
関
す
る
ブ
ダ
ペ
ス
ト
条
約
に
基
づ
く
微
生
物
の
寄
託
等
に
関
す
る
実
施
要
綱
を
次
の

よ
う
に
定
め
た
の
で
、
告
示
す
る
。

日
本
国
に
お
い
て
国
際
寄
託
当
局
が
行
う
特
許
手
続
上
の
微
生
物
の
寄
託
の
国
際
的

承
認
に
関
す
る
ブ
ダ
ペ
ス
ト
条
約
に
基
づ
く
微
生
物
の
寄
託
等
に
関
す
る
実
施
要
綱

（
通
則
）

第
一
条

日
本
国
に
お
い
て
国
際
寄
託
当
局
が
行
う
特
許
手
続
上
の
微
生
物
の
寄
託
の
国

際
的
承
認
に
関
す
る
ブ
ダ
ペ
ス
ト
条
約
（
以
下
「
条
約
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
微

生
物
の
寄
託
等
に
つ
い
て
は
、
こ
の
実
施
要
綱
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
原
寄
託
申
請
）

第
二
条

第
九
条
及
び
第
十
一
条
の
場
合
を
除
き
、
微
生
物
の
寄
託
を
し
よ
う
と
す
る
者

は
、
そ
の
微
生
物
及
び
国
際
寄
託
当
局
の
長
が
定
め
る
申
請
書
を
国
際
寄
託
当
局
の

長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
微
生
物
の
提
出
の
省
略
）

第
三
条

前
条
の
申
請
（
以
下
「
原
寄
託
申
請
」
と
い
う
。
）
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
前
条
の
微
生
物
の
提
出
に
代
え
て
そ
の
微
生
物
に
係
る
受

託
証
の
写
し
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

そ
の
原
寄
託
申
請
に
係
る
微
生
物
が
既
に
特
許
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
通

商
産
業
省
令
第
十
号
）
第
二
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
許
庁
長
官
の
指

定
す
る
機
関
（
以
下
「
指
定
機
関
」
と
い
う
。
）
に
寄
託
さ
れ
て
い
る
と
き

二

特
許
手
続
上
の
微
生
物
の
寄
託
の
国
際
的
承
認
に
関
す
る
ブ
ダ
ペ
ス
ト
条
約
に
基

づ
く
規
則
（
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）

（
規
則

に
お
い
て
準
用
す
る
場

5.1

(e)

4.3

合
を
含
む
。
）
に
基
づ
く
移
送
が
行
わ
れ
た
と
き

（
微
生
物
の
形
態
等
）

第
四
条

微
生
物
の
原
寄
託
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
国
際
寄
託
当
局
が
条
約
上
の
国
際

寄
託
当
局
と
し
て
の
業
務
を
遂
行
す
る
た
め
に
必
要
な
量
の
微
生
物
を
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
微
生
物
の
提
出
の
方
法
は
、
国
際
寄
託
当
局
の
長
が
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
受
託
の
拒
否
）

第
五
条

国
際
寄
託
当
局
の
長
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
は
、
そ
の
微
生
物
に
つ
い
て
の
受

託
を
拒
否
す
る
も
の
と
す
る
。

一

そ
の
微
生
物
が
第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
国
際
寄
託
当
局
の
長
が
定
め
た
種
類

の
微
生
物
で
な
い
と
き

二

国
際
寄
託
当
局
が
そ
の
微
生
物
に
つ
き
条
約
及
び
規
則
に
従
っ
て
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
業
務
を
技
術
的
に
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き

三

そ
の
微
生
物
が
明
ら
か
に
失
わ
れ
て
い
る
状
態
又
は
科
学
的
理
由
に
よ
り
そ
の
微



生
物
に
つ
い
て
受
託
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
態
で
寄
託
さ
れ
た
と
き

２

国
際
寄
託
当
局
の
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
受
託
を
拒
否
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨

を
理
由
を
付
し
て
微
生
物
の
原
寄
託
を
し
よ
う
と
す
る
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
情
報
の
提
供
）

第
五
条
の
二

国
際
寄
託
当
局
の
長
は
、
そ
の
微
生
物
が
前
条
第
一
項
第
一
号
に
該
当
す

る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
で
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
そ
の
微
生
物
の

原
寄
託
を
し
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
、
原
寄
託
申
請
に
係
る
微
生
物
に
関
す
る
情
報

の
提
供
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
提
供
を
求
め
ら
れ
た
者
は
、
で
き
る
だ
け
そ
の
求
め
に

応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
微
生
物
の
解
析
）

第
五
条
の
三

国
際
寄
託
当
局
の
長
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
提
供
を
求

め
て
も
な
お
そ
の
微
生
物
が
第
五
条
第
一
項
第
一
号
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
を
確
認

で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
微
生
物
の
解
析
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
解
析
に
必
要
な
費
用
は
、
当
該
解
析
に
係
る
微
生
物
の
原
寄
託

を
し
よ
う
と
す
る
者
の
同
意
を
得
て
、
当
該
原
寄
託
を
し
よ
う
と
す
る
者
の
負
担
と

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

国
際
寄
託
当
局
の
長
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
解
析
の
結
果
を
、
微
生
物
の
原
寄

託
を
し
よ
う
と
す
る
者
に
通
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
受
託
後
の
必
要
な
措
置
に
つ
い
て
定
め
る
契
約
）

第
五
条
の
四

国
際
寄
託
当
局
の
長
は
、
微
生
物
の
原
寄
託
を
し
よ
う
と
す
る
者
を
相
手

方
と
し
て
、
原
寄
託
申
請
に
係
る
微
生
物
を
受
託
し
た
後
、
関
係
法
令
の
改
正
、
虚

偽
の
申
請
の
判
明
そ
の
他
の
事
情
の
変
更
に
よ
り
、
そ
の
保
管
を
継
続
で
き
な
い
こ

と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
場
合
に
必
要
な
措
置
に
関
す
る
事
項
を
定
め
る
契
約
を
締
結

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
微
生
物
に
つ
い
て
の
受
託
等
）

第
六
条

国
際
寄
託
当
局
の
長
は
、
原
寄
託
申
請
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

場
合
を
除
き
、
そ
の
原
寄
託
申
請
に
係
る
微
生
物
に
つ
い
て
受
託
す
る
も
の
と
す
る
。

一

第
四
条
第
一
項
の
要
件
を
満
た
し
て
い
な
い
と
き

二

第
四
条
第
二
項
に
基
づ
き
国
際
寄
託
当
局
の
長
が
定
め
る
方
法
に
反
す
る
と
き

三

第
二
条
の
申
請
書
が
日
本
語
で
作
成
さ
れ
て
い
な
い
と
き

四

第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
す
べ
き
手
数
料
を
納
付
し
な
い
と
き

五

そ
の
原
寄
託
申
請
に
係
る
微
生
物
が
第
五
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
と
き

２

国
際
寄
託
当
局
の
長
は
、
原
寄
託
申
請
が
前
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
各
号
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
相
当
の
期
間
を
指
定
し
て
、
書
面
に
よ
り
手
続
の

補
正
を
す
る
こ
と
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。

３

国
際
寄
託
当
局
の
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
手
続
の
補
正
を
す
る
こ
と
を
求
め
ら

れ
た
者
が
手
続
の
補
正
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
原
寄
託
申
請
に
係
る
微
生
物
に
つ
い

て
受
託
す
る
も
の
と
す
る
。

（
取
り
下
げ
ら
れ
た
も
の
と
み
な
す
旨
の
通
知
等
）

第
七
条

国
際
寄
託
当
局
の
長
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
手
続
の
補
正
を
す
る
こ

と
を
求
め
ら
れ
た
者
が
同
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
た
期
間
内
に
そ
の
補
正
を
し
な

い
と
き
は
、
そ
の
原
寄
託
申
請
が
取
り
下
げ
ら
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

２

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
国
際
寄
託
当
局
の
長
は
、
そ
の
旨
を
微
生
物
の
原
寄
託
を
し

よ
う
と
す
る
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
受
託
証
の
交
付
）

第
八
条

国
際
寄
託
当
局
の
長
は
、
原
寄
託
申
請
に
係
る
微
生
物
に
つ
い
て
受
託
し
た
と



き
は
、
寄
託
者
に
対
し
、
受
託
証
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
再
寄
託
申
請
）

第
九
条

条
約
第
四
条
の
再
寄
託
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
微
生
物
及
び
国
際
寄
託

当
局
の
長
が
定
め
る
様
式
の
申
請
書
を
国
際
寄
託
当
局
の
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
準
用
）

第
十
条

第
四
条
か
ら
第
八
条
ま
で
の
規
定
は
、
前
条
の
再
寄
託
に
準
用
す
る
。

（
移
送
に
係
る
寄
託
）

第
十
一
条

国
際
寄
託
当
局
の
長
は
、
規
則

（
規
則

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

5.1
(a)
(i)

4.3

を
含
む
。
）
の
移
送
に
係
る
微
生
物
を
受
領
し
た
と
き
は
、
寄
託
者
に
対
し
、
受
託

証
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
科
学
的
性
質
及
び
分
類
学
上
の
位
置
の
表
示
等
）

第
十
二
条

寄
託
者
は
、
第
二
条
若
し
く
は
第
九
条
の
申
請
書
又
は
第
十
一
条
の
場
合
に

あ
っ
て
は
、
そ
の
移
送
に
係
る
寄
託
の
申
請
書
に
そ
の
寄
託
に
係
る
微
生
物
の
科
学

的
性
質
又
は
分
類
学
上
の
位
置
を
記
載
し
な
か
っ
た
と
き
は
、
後
日
こ
れ
を
表
示
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

２

寄
託
者
は
、
既
に
し
た
微
生
物
の
科
学
的
性
質
又
は
分
類
学
上
の
位
置
の
記
載
に
つ

い
て
修
正
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

前
二
項
の
表
示
又
は
修
正
は
、
国
際
寄
託
当
局
の
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
り
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

４

第
一
項
の
表
示
又
は
第
二
項
の
修
正
を
し
た
寄
託
者
は
、
そ
の
表
示
又
は
そ
の
修
正

に
関
し
、
証
明
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

前
項
の
請
求
は
、
第
一
項
の
表
示
又
は
第
二
項
の
修
正
と
同
時
に
す
る
場
合
を
除
き
、

国
際
寄
託
当
局
の
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
保
管
の
た
め
の
微
生
物
の
解
析
）

第
十
二
条
の
二

国
際
寄
託
当
局
の
長
は
、
寄
託
さ
れ
た
微
生
物
の
安
全
な
保
管
の
た
め

に
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
そ
の
微
生
物
の
解
析
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２

国
際
寄
託
当
局
の
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
解
析
の
結
果
を
、
当
該
解
析
に
係
る

微
生
物
の
寄
託
者
に
通
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
生
存
試
験
）

第
十
三
条

国
際
寄
託
当
局
の
長
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、

寄
託
さ
れ
た
微
生
物
に
つ
い
て
生
存
試
験
を
行
う
も
の
と
す
る
。

一

原
寄
託
、
再
寄
託
又
は
移
送
が
行
わ
れ
た
と
き

二

寄
託
者
の
請
求
が
あ
っ
た
と
き

三

国
際
寄
託
当
局
の
長
が
寄
託
さ
れ
た
微
生
物
の
保
管
に
必
要
で
あ
る
と
認
め
た
と

き

２

前
項
第
二
号
の
請
求
は
、
国
際
寄
託
当
局
の
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
り
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
生
存
に
関
す
る
証
明
）

第
十
四
条

国
際
寄
託
当
局
の
長
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
寄
託

さ
れ
た
微
生
物
に
つ
い
て
の
生
存
に
関
す
る
証
明
書
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

一

原
寄
託
、
再
寄
託
又
は
移
送
が
行
わ
れ
た
と
き

寄
託
者

二

寄
託
者
の
請
求
が
あ
っ
た
と
き

寄
託
者

三

次
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
寄
託
さ
れ
た
微
生
物
の
試
料
の
分
譲
を

受
け
た
者
の
請
求
が
あ
っ
た
と
き

請
求
人

２

前
項
第
三
号
の
請
求
は
、
次
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
請
求
と
同
時
に
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

３

第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
の
請
求
は
、
前
条
第
一
項
第
三
号
の
場
合
を
除
き
、
国



際
寄
託
当
局
の
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
分
譲
）

第
十
五
条

国
際
寄
託
当
局
の
長
は
、
規
則

、

又
は

の
規
定
に
よ
り
次
の
各
号
に

11.1

11.2

11.3

掲
げ
る
者
の
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
拒
否
す
る
場
合
を

除
き
、
寄
託
さ
れ
た
微
生
物
の
試
料
を
分
譲
す
る
も
の
と
す
る
。

一

工
業
所
有
権
庁

二

寄
託
者
又
は
そ
の
寄
託
者
に
係
る
微
生
物
の
試
料
を
分
譲
す
る
こ
と
に
つ
い
て
承

諾
を
得
た
者

三

寄
託
さ
れ
た
微
生
物
の
試
料
の
分
譲
に
つ
い
て
法
令
上
の
資
格
を
有
す
る
者

２

国
際
寄
託
当
局
の
長
は
、
規
則

又
は

の
規
定
の
例
に
よ
り
、
次
の
各
号
に
掲
げ

11.1

11.3

る
者
の
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
拒
否
す
る
場
合
を
除
き
、

寄
託
さ
れ
た
微
生
物
の
試
料
を
分
譲
す
る
も
の
と
す
る
。

一

特
許
法
施
行
規
則
第
二
十
七
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て
規
定
す
る
条
約
の
締
約
国

に
該
当
し
な
い
国
（
次
号
に
お
い
て
「
特
定
国
」
と
い
う
。
）
の
特
許
を
与
え
る
権

限
の
あ
る
当
局

二

寄
託
さ
れ
た
微
生
物
の
試
料
の
分
譲
に
つ
い
て
特
定
国
の
法
令
上
の
資
格
を
有
す

る
者

３

前
二
項
の
請
求
は
、
国
際
寄
託
当
局
の
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
り
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
ら
な
い
。

４

国
際
寄
託
当
局
の
長
は
、
第
五
条
の
三
第
一
項
又
は
第
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
解
析
の
結
果
を
、
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
解
析
に
係
る
微

生
物
の
試
料
の
分
譲
を
請
求
す
る
者
又
は
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該

解
析
に
係
る
微
生
物
の
試
料
の
分
譲
を
受
け
た
者
に
通
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
法
令
上
の
資
格
を
有
す
る
者
へ
の
分
譲
に
対
す
る
情
報
提
供
の
求
め
）

第
十
五
条
の
二

国
際
寄
託
当
局
の
長
は
、
前
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
寄

託
さ
れ
た
微
生
物
の
試
料
を
同
条
第
一
項
第
三
号
又
は
第
二
項
第
二
号
に
該
当
す
る

者
に
分
譲
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
に
対
し
て
、
そ
の
微
生
物
の
試
料
が
、
法

令
の
規
定
に
従
っ
て
利
用
さ
れ
た
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
の
提
供
を

求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
分
譲
の
拒
否
）

第
十
六
条

国
際
寄
託
当
局
の
長
は
、
第
十
五
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
請
求
に
係
る
微

生
物
が
健
康
又
は
環
境
に
対
し
害
を
及
ぼ
し
、
又
は
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
性
質
を

有
す
る
場
合
に
お
い
て
、
請
求
人
が
そ
の
微
生
物
を
管
理
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と

認
め
た
と
き
は
、
そ
の
微
生
物
の
試
料
の
分
譲
を
拒
否
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
培
養
及
び
保
管
に
用
い
た
条
件
を
記
載
し
た
文
書
の
請
求
）

第
十
七
条

第
十
五
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
寄
託
さ
れ
た
微
生
物
の
試

料
の
分
譲
を
請
求
す
る
者
は
、
そ
の
微
生
物
の
培
養
及
び
保
管
に
用
い
た
条
件
を
記

載
し
た
文
書
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
請
求
は
、
第
十
五
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
請
求
と
同
時
に
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
分
譲
の
通
知
）

第
十
八
条

国
際
寄
託
当
局
の
長
は
、
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
寄
託
さ
れ
た

微
生
物
の
試
料
を
分
譲
し
た
と
き
は
、
寄
託
者
に
対
し
、
規
則

に
よ
る
通
知
を

11.4
(g)

す
る
も
の
と
す
る
。

２

国
際
寄
託
当
局
の
長
は
、
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
寄
託
さ
れ
た
微
生
物

の
試
料
を
分
譲
し
た
と
き
は
、
寄
託
者
に
対
し
、
規
則

の
規
定
の
例
に
よ
る
通

11.4
(g)

知
を
す
る
も
の
と
す
る
。

（
条
約
第
四
条

の
規
定
又
は
当
該
規
定
の
例
に
よ
る
通
知
）

(1)
(a)



第
十
九
条

国
際
寄
託
当
局
の
長
は
、
寄
託
さ
れ
た
微
生
物
の
試
料
を
分
譲
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
理
由
を
付
し
て
寄
託
者
に
通
知
す

る
も
の
と
す
る
。

（
科
学
的
性
質
及
び
分
類
学
上
の
位
置
を
記
載
し
た
文
書
の
請
求
）

第
二
十
条

第
十
五
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
寄
託
さ
れ
た
微
生
物
の
試

料
の
分
譲
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
そ
の
微
生
物
の
科
学
的
性
質
及
び
分
類

学
上
の
位
置
を
記
載
し
た
文
書
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
請
求
は
、
国
際
寄
託
当
局
の
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
受
託
す
る
微
生
物
の
種
類
）

第
二
十
一
条

国
際
寄
託
当
局
の
長
は
、
微
生
物
の
安
全
性
、
生
命
倫
理
そ
の
他
の
国
際

寄
託
当
局
が
行
う
業
務
の
確
実
な
実
施
の
た
め
に
必
要
な
事
項
に
配
慮
し
て
当
該
国

際
寄
託
当
局
が
受
託
す
る
微
生
物
の
種
類
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
賠
償
責
任
）

第
二
十
二
条

削
除

（
言
語
）

第
二
十
三
条

書
面
は
、
第
二
項
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
も
の
を
除
き
、
日
本
語
で
作

成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

委
任
状
そ
の
他
の
添
付
書
類
で
あ
っ
て
外
国
語
で
作
成
し
た
も
の
に
は
、
日
本
語
に

よ
る
翻
訳
文
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
十
五
条
第
二
項
の
請
求
書
は
、
日
本
語
そ
の
他
国
際
寄
託
当
局
の
長
が
定
め
る
言

語
で
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
手
数
料
）

第
二
十
四
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
国
際
寄
託
当
局
の
長
が
実
費

を
勘
案
し
て
定
め
る
額
の
手
数
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
二
条
又
は
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
原
寄
託
又
は
再
寄
託
に
係
る
申
請
書
等
を
提

出
す
る
者

二

第
五
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
を
し
た
者

三

第
十
二
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
科
学
的
性
質
若
し
く
は
分
類
学
上
の
位
置
の
表

示
又
は
修
正
に
関
し
証
明
を
請
求
す
る
者

四

第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
生
存
試
験
を
行
う
こ
と
を
請
求
す
る
者

五

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
生
存
に
関
す
る
証
明
書
の
交
付
を
請
求
す
る
者

六

第
十
五
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
微
生
物
の
試
料
の
分
譲
を
請
求
す

る
者
（
第
十
五
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
次
号

に
お
い
て
同
じ
。
）

七

第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
科
学
的
性
質
及
び
分
類
学
上
の
位
置
を
記
載
し

た
文
書
を
請
求
す
る
者

２

前
項
の
手
数
料
の
納
付
の
方
法
は
、
国
際
寄
託
当
局
の
長
が
定
め
る
も
の
と
す
る
。

３

納
付
さ
れ
た
手
数
料
は
、
返
還
し
な
い
も
の
と
す
る
。

（
微
生
物
の
廃
棄
）

第
二
十
五
条

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
受
託
を
拒
否
さ
れ
た
微
生
物
、
寄
託
に
関

し
て
取
り
下
げ
ら
れ
た
申
請
に
係
る
微
生
物
、
又
は
規
則

に
定
め
る
期
間
を
経
過

9.1

し
た
寄
託
に
係
る
微
生
物
は
、
国
際
寄
託
当
局
に
お
い
て
廃
棄
す
る
も
の
と
す
る
。

た
だ
し
、
寄
託
者
の
同
意
が
あ
る
場
合
は
、
こ
れ
ら
の
微
生
物
に
つ
い
て
生
物
資
源

の
収
集
及
び
体
系
的
な
保
存
の
た
め
に
利
用
す
る
こ
と
、
寄
託
者
へ
返
却
す
る
こ
と

そ
の
他
の
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
規
程
の
届
出
）

第
二
十
六
条

国
際
寄
託
当
局
の
長
は
、
こ
の
実
施
要
綱
に
基
づ
き
、
国
際
寄
託
当
局
が



行
う
特
許
出
願
に
係
る
微
生
物
の
寄
託
等
に
関
す
る
規
程
を
定
め
、
特
許
庁
長
官
へ

届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


